
生駒市環境基本計画推進会議規約  

 

 （ 名 称 ）  

第 １ 条  こ の 組 織 の 名 称 は 、生 駒 市 環 境 基 本 計 画 推 進 会 議（ 以 下「 本

会 」 と い う 。） と 称 す る 。  

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  本 会 は 、 生 駒 市 環 境 基 本 計 画 （ 以 下 「 計 画 」 と い う 。） に

基 づ き 、市 民 、事 業 者 及 び 行 政 が 協 働 し て 計 画 の 総 合 ビ ジ ョ ン「 豊

か な 自 然 と 歴 史 と 未 来 が 融 合 し た ま ち  い こ ま 」 を 目 指 し た 活 動

を 行 う こ と に よ り 、持 続 可 能 な 社 会 を 構 築 す る こ と を 目 的 と す る 。 

 （ 活 動 ）  

第 ３ 条  本 会 は 、前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、次 に 掲 げ る 活 動 を 行

う 。  

 (1) 計 画 に 定 め る プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 に 関 す る 活 動  

 (2) 計 画 に 定 め る プ ロ ジ ェ ク ト の 成 果 の 評 価 に 関 す る 活 動  

 (3) 環 境 に 関 す る 情 報 提 供 、 普 及 啓 発 等 に 関 す る 活 動  

 (4) 本 会 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 活 動  

（ 会 員 ）  

第 ４ 条  本 会 は 、第 ２ 条 の 目 的 に 賛 同 し て 会 員 と な る 市 民 、事 業 者

及 び 行 政 機 関 を も っ て 構 成 す る 。  

２  本 会 の 会 員 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。  

 (1) 正 会 員  本 会 の 総 会 で の 議 決 権 を 有 し 、本 会 の 事 業 活 動 及 び

運 営 に 参 画 す る 市 民 、 市 民 団 体 、 事 業 所 又 は 行 政 機 関  

  (2) 賛 助 会 員  本 会 の 総 会 で の 議 決 権 は 有 し な い が 、本 会 の 事 業

活 動 に 賛 助 ・ 協 力 す る 市 民 、 市 民 団 体 、 事 業 所 又 は 行 政 機 関  

３  会 員 は 、本 会 を 利 用 し て 営 利 活 動 、政 治 的 活 動 又 は 宗 教 的 活 動

を 行 っ て は な ら な い 。  

（ 入 会 及 び 退 会 ）  

第 ５ 条  本 会 の 会 員 と し て 入 会 し よ う と す る も の は 、 入 会 申 込 書

（ 様 式 第 １ 号 ）を 本 会 の 代 表 に 提 出 し 、運 営 委 員 会 の 承 認 を 得 な

け れ ば な ら な い 。  



２  本 会 を 退 会 し よ う と す る も の は 、退 会 届（ 様 式 第 ２ 号 ）を 本 会

の 代 表 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 役 員 ）  

第 ６ 条  本 会 に 次 に 掲 げ る 役 員 を 置 く 。  

 (1) 代 表  １ 名  

(2) 副 代 表  ２ 名 以 内  

(3) 運 営 委 員  １ ５ 名 以 内  

(4) 監 事  ２ 名 以 内  

２  代 表 及 び 副 代 表 は 、 運 営 委 員 の 中 か ら 互 選 に よ り 選 出 す る 。  

３  運 営 委 員 は 、会 員 の 中 か ら 部 会 の 推 薦 に 基 づ き 選 出 し 、総 会 が

承 認 す る 。  

４  監 事 は 、 運 営 委 員 会 の 推 薦 に 基 づ き 選 出 し 、 総 会 が 承 認 す る 。 

（ 役 員 の 任 期 ）  

第 ７ 条  役 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  役 員 に 欠 員 が 生 じ た と き は 、 補 欠 役 員 を 置 く こ と が で き る 。  

３  補 欠 役 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

（ 役 員 の 職 務 ）  

第 ８ 条  代 表 は 、 本 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

２  副 代 表 は 、代 表 を 補 佐 し 、代 表 に 事 故 あ る と き 、又 は 代 表 が 欠

け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

３  監 事 は 、 本 会 の 事 務 、 事 業 及 び 経 理 に つ い て 監 査 す る 。  

４  運 営 委 員 は 、 運 営 委 員 会 を 構 成 す る 。  

（ 顧 問 ）  

第 ９ 条  本 会 に 顧 問 を 置 く こ と が で き る 。  

（ 会 議 ）  

第 １ ０ 条  本 会 の 会 議 は 、 総 会 、 運 営 委 員 会 及 び 部 会 と す る 。  

（ 総 会 ）  

第 １ １ 条  総 会 は 、 通 常 総 会 及 び 臨 時 総 会 と す る 。  

２  通 常 総 会 は 年 １ 回 の 開 催 と し 、本 会 の 会 計 年 度 開 始 後 、概 ね ２

月 以 内 に 開 催 す る も の と す る 。  

３  臨 時 総 会 は 、 必 要 に 応 じ て 開 催 す る 。  

４  総 会 は 、 代 表 が 招 集 し 、 代 表 が そ の 議 長 と な る 。  



５  総 会 は 、正 会 員 総 数 の 過 半 数 の 出 席 を も っ て 会 議 を 開 く こ と が

で き る 。  

６  総 会 は 、 本 会 の 決 議 機 関 と し 、 次 の 事 項 を 行 う 。  

 (1) 規 約 の 改 正 に 関 す る こ と 。  

(2) 役 員 の 選 出 に 関 す る こ と 。  

(3) 事 業 計 画 及 び 予 算 に 関 す る こ と 。  

(4) 事 業 報 告 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。  

(5) そ の 他 重 要 な 事 項 に 関 す る こ と 。  

７  総 会 の 議 事 は 、出 席 者 の 過 半 数 で 決 し 、可 否 同 数 の と き は 、代

表 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

（ 代 表 の 専 決 事 項 ）  

第 １ ２ 条  代 表 は 、 総 会 に お い て 当 該 年 度 の 予 算 が 決 定 す る 前 に 、

事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、運 営 委 員 会 の

決 定 に 基 づ き 、予 算 を 執 行 で き る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て

代 表 は 、 次 の 総 会 に お い て 執 行 状 況 を 報 告 す る も の と す る 。  

（ 運 営 委 員 会 ）  

第 １ ３ 条  本 会 の 方 針 に 基 づ き 、必 要 な 事 業 を 推 進 す る た め 、総 会

の 下 に 運 営 委 員 会 を 設 置 す る 。  

２  運 営 委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ て 代 表 が 招 集 し 、 議 長 と な る 。  

３  運 営 委 員 会 は 、 次 の 事 項 を 行 う 。  

 (1) 予 算 の 執 行 及 び 管 理 に 関 す る こ と 。  

 (2) 本 会 の 全 体 事 業 の 企 画 及 び 運 営 に 関 す る こ と 。  

  (3) 部 会 間 の 調 整 に 関 す る こ と 。  

  (4) プ ロ ジ ェ ク ト の 進 行 状 況 の 把 握 に 関 す る こ と 。  

  (5) そ の 他 本 会 の 事 業 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

４  運 営 委 員 会 の 議 事 は 、 出 席 者 の 過 半 数 の 同 意 を も っ て 決 す る 。 

 （ 部 会 ）  

第 １ ４ 条  本 会 は 、 計 画 の 分 野 に 対 応 し た 部 会 を 設 置 す る 。  

２  部 会 の 設 置 及 び 統 廃 合 に つ い て は 、運 営 委 員 会 で 協 議 し 、総 会

に 諮 る も の と す る 。  

３  部 会 は 、各 プ ロ ジ ェ ク ト の 活 動 を 調 整 す る と と も に 、そ の 進 捗

状 況 を 運 営 委 員 会 に 報 告 す る 。  



（ 会 費 ）  

第 １ ５ 条  会 員 は 、次 に 定 め る 年 会 費 を 納 入 す る も の と す る 。た だ

し 行 政 機 関 は 除 く 。  

 (1) 正 会 員   個 人 会 員    １ 口  1,000 円  

（ た だ し 、 学 生 は 500 円 ）  

        団 体 会 員      １ 口  2,000 円  

        事 業 所 会 員    １ 口  5,000 円  

 (2) 賛 助 会 員  個 人 会 員    １ 口  1,000 円  

（ た だ し 、 学 生 は 500 円 ）  

団 体 会 員      １ 口  2,000 円  

        事 業 所 会 員    １ 口  5,000 円  

（ 経 費 ）  

第 １ ６ 条  本 会 の 経 費 は 、会 費 、寄 付 金 、補 助 金 、交 付 金 及 び そ の

他 の 収 入 を も っ て 充 て る 。  

２  本 会 の 会 計 年 度 は 、毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、翌 年 ３ 月 ３ １ 日 に

終 わ る 。  

（ 推 進 事 務 局 ）  

第 １ ７ 条  本 会 の 事 務 を 処 理 す る た め 、 推 進 事 務 局 を 置 く 。  

２  推 進 事 務 局 は 、当 分 の 間 、生 駒 市 生 活 環 境 部 環 境 政 策 課 内 に 置

く 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ８ 条  こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か 、本 会 の 運 営 に 必 要 な 事 項

は 、 代 表 が 運 営 委 員 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

   附  則  

１  こ の 規 約 は 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、こ の 規 約 の 施 行 後 最 初 に 就

任 す る 役 員 の 任 期 は 、 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

 


